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人権問題 の グロ ー バ リゼ ー シ ョ ン

一 人権教育へ の 示唆
一

平沢 安政

1．　 グ 囗 一バ リゼ ー シ ョ ン の 2 つ の側面

　シ ン ガポール の 教育相が グ ロ ーバ ル リテ ラ シ ーとい う概念 を使 っ て ， 世界 へ の ア ク

セ ス 能力を高め るた めに 英語 と情報技術を使い こ なせ るよ うにする こ とが， これ か ら

の 教育に必 須で あ ると述 べ て い る 。 そ して他方 で は， 自分 は何者な の かを知 り，
ル ー

ツ と伝統を文化的に継承するた めに母語を維持するこ とが大切で あ ると強調 して い る

（朝 日新聞　／999年 12月 17日）。 グ ロ
ーバ リゼ ー

シ ョ ンが公的な空間における コ ミ ュ ニ

ケ ーシ ョ ン様式や価値観の共通化を促す
一

方で ， 私的領域に お い て は，民族文化や ア

イデ ンテ ィテ ィ の 個別性の承認を求め る要求が高ま るとい う現代世界の 特徴が ，こ の

よ うな教育観に反映されて い る 。

　ヨ ー
ロ ッ パ 統合の 過程に おい て も， 政治的 ・ 経済的な地域統合が進展する

一
方で ，

各国内の地方文化 ・ 言語 の 復権iが主張されて きたが ， こ こ に も同 じ構図を見 る こ とが

で きる 。

　グ ロ
ーバ リゼー シ ョ ン は ， 通信技術の 発展や経済の グ ロ

ーバ ル 化に よ り， あ る ロ
ー

カル な地で 生 じた 出来事がただ ちに 遠隔地に大きな影響を及ぼすよ うに な る過程を さ

す概念で あるが （Held　1991，　 p ．9），それ は必 ず しも均質化の 力学として の み作用

する の で はな く，差異化を促す力学をも兼ね備えて い る。 ま た， グロ
ーバ リゼーシ ョ

ンが 「多国籍企業や国家の 力の 増大」 に つ なが る の か，それ とも 「環境保護 ， 民主 主

義，入権勢力の台頭」 を もた らすの か，あ るい は 「帝国主義や近代化イ デオ ロ ギ ー
の

支配 」を強め るの か，それ と も 「ポス トモ ダン の 地球時代の 到来」 を促進す るの か，
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一見対立す るかに見え るさまざまな傾向を内在 させ なが ら進行 して い る 。 そ の ため ，

グ ロ ーバ リゼ ーシ ョ ン の 分析に お い て は，多元的な枠組みや視座が求め られ る 。

　 19世紀以来，国際社会の 基本的な単位 とな っ て きた 国民国家に 対 して ，グ ロ ーバ リ

ゼ ー
シ ョ ンは ， 国際機構 ・機関の 役割を増大 させ ， 他方で は 国内の NGO を は じめ と

する諸勢力の 国際的ネ ッ トワ
ークの 発展を促進す る こ とに よ り， 経済 ， 政治 ， 社会の

あ らゆ る領域 で ，国民国家の 自律性 と主権を制約 しっ つ あ る。 また，「グロ
ーバ ル化

しつ つ ある現代の 世界の 中で は， 自己を定義する枠組みが揺 らい でお り，それは，
一

方で は，人の 国際移動や通信輸送手段の 発達に よ っ て く空間〉の 再編成を もた ら し，

他方で は ， 自己の 定義を く過去〉や 〈民族性〉の 中に求め る傾向を強め るこ とに よ っ

て ， 〈時間〉や 〈歴史〉 とい う要素が国内 ・国際政治の 中に入 り込ん で くる」 （梶田

1997，11頁） とい われ るが， グ ロ
ーバ リゼ ー

シ ョ ン は，国境を あい まい 化す る と同時

に ，国家 へ の 帰属意識を相対化 し，言語，宗教 エ ス ニ ッ ク， ジ ェ ン ダー，ライフ ス

タイル などに もとつ く結びつ きを強化 して い る。

2．　 国際人権基準と人権問題

　人権の グロ
ーバ ル ス タ ンダー ド （世界標準） を作成 しよ うとする考え方 は，最近 に

な っ て 生 ま れ た もの で はな い
。 近代の 歴 史は ， 人権基準を 国際化す る歴史で もあ っ

た 。 伝統的な 国際法は，国家を国際法の 主 体 とみ な して い たが ，あ る国が 国民を虐待

して い る場台 に ， 他 国が人道的介入を行 うこ とを認 めるい わゆ る人道的干渉 の 原則

は ， すで に 17世紀に お い て 説か れ ， 国家がそ の 国民を処遇する際に 国際法上 享有す る

自由に は，一定の 制約が あ る こ とが合意 され て きた 。

　 しか し，人権をグロ
ーバ ル な視点で と らえ，人権の 保護 と伸長を国際社会の 最重要

課題 と して位 置づ け るよ うに な っ た の は，何よ りも第二 次世界大戦を通 じて ，国内に

おける重大な入権侵害が世界平和へ の脅威 となるこ とが 明 らか にな っ た ためで あ る 。

1945年に は国際連合が 創設 され ， 1948年に は 「人類社会の すべ て の構成員の 固有の 尊

厳 と平等で譲 るこ との で きな い 権利 とを承認する こ とは ， 世界に おけ る 自由 ， 正義及

び平和の 基礎で あ る」 とうた っ た世界人権宣言 が っ く られ たが ， こ の よ うな経緯か

ら， 1945年を核戦争の 恐怖 と普遍的人権思想を媒介 と して ， 地球時代 へ の 画期 とな っ

た年 と して と らえ る見方が ある （堀尾　1998）。

　現在，国際人権法は 8D以 上の 世界的 ・ 地域的な条約か ら構成され，締約国 に対して

拘束力を もっ て い るが ， 最近で は個 々 の 人間が特定の 国家の 国民 と して で はな く， 個

人 と して 国際的に保障された 権利を もっ と考え られるよ うにな っ た 。 また国家に よる
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　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 人権問題 のグロ
ーバ リゼー

シ ョ ン

人権侵害に対 して ，被害者個人を保護するための 管轄権をも っ た国際機関が増えて い

る 。 た とえば，国際人権規約は 「内外人平等」 の 原理 に よ り，外国籍者に 対 して も，

原則 として そ の 国民 と同様 に基本的人権を保障す るこ とを求めて お り ， また同規約の

選択議定書が定めた 通報権 によ り，個人が 国家に よ る人権侵 害を国連人 権委員会に訴

え られるよ うに な っ た。

　1998年に 日本 は， 自由権規約人権委員会に報告 を行 っ たが ， 同委員会か らは，同和

問題や女性の 人権 ， 在 日外国人の 人権や子ど もの 人権の ほ か ， 人権侵害に 対す る救済

制度の 不備な ど，多 くの 不十分 な点が指摘 され た 。 こ の 背景に は ， 国内の NGO 団体

か ら政府報告 に対するカ ウ ン ター レポー トが提 出され，それ らが 人権委員会の 審理 に

反映された とい う事情がある 。 この よ うに，人権問題 に関 して は今 日， 人権 NGO の

存在 なく して ，実効あ ると り くみが で きない よ うな状況に な っ て お り，人権 NGO は

報告書の 作成，国際機 関へ の 苦情 申立て ，国際的立法の 推進 ， 国内 ・国際機関に 対す

る ロ ビー活動な ど，国際人権基準 に沿 っ た 人権行政を要求す る さ まざまな活動を通 し

て ， 国家 へ の 異議 申立て を強めて い る 。 こ う して ，「い まで は，大量 の 国際人権法の

存在が ……人権問題を ， 予想以 土 に国際化 して きた 。 そ して ， こ うした展 開が，逆

に，あ る政治的風土を醸成す るこ ととな り， そ こで は ， 人権の 保護が，政府，政府間

機関 ， およ び NGO の 巨大な 国際ネ ッ トワ
ークを捲 き込 ん だ，現代の 国際政治論の 題

目の な かで も最重要項 目の ひ と つ と な っ て い る の で あ る」 （Buergenthal 訳 書

1995，　14頁）。

　国際機関や国際的な人権運動が ， 人権基準の グロ ーバ ル化と浸透を促進する際にそ

の 主 張の 根拠 に して い る もの が ，「人権 の 普遍性」 とい う考え 方で あ る。1993年 の

ウィ
ー

ン世界人権会議 に おい て ， 中国やイ ス ラ ム 諸国が 「人権の 固有性」 をさ まざま

な形で主張 し，「普遍性 とい う装い の ヨ
ー

ロ ッ パ 中心 主義」 と批判 した が，今日，「人

権の 普遍性 vs 固有性」 を ど うと らえ るかが ます ます重要な課題 に な りっ つ ある 。 自

国内の人権抑圧を正 当化する口 実と して 「人権の 固有性」 が持 ち出され る ことに対 し

て は注意が必 要だが ，だか らとい っ て 固有性 を否定す る こ と はで きな い 。 世界の そ れ

ぞ れの 地域や 国家に人権に 関する伝統や文化的な枠組みが あ るの は確か で あ り，それ

を無視 して 西 洋社会の 文脈 で 作成 され た人権基準を 「普遍 的な基準」 と して 移植 しよ

うとす るの は無謀な企て で ある 。

　人権の 普遍性と東ア ジア 的特殊性の 関係に つ い て ，
「人権の 普遍性の 基礎は，市民

社会の 成立す なわ ち商品生産社会の 発 達 に よる共 同体規制か らの 自由と利害調整 シ ス

テ ム の必要性の 自覚に あ る 。 歴史的に 見れば，市民社会 はヨ ー
ロ ッ パ に おい て 他の 地
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域よ りも早 く発達 しT その 後 ， ア メ リカ ， 東ア ジアに も広が っ て きた 。

…… しか し，

歴史 を振 り返 っ て み る とき， 日本を含む東ア ジア に お い て も，人 として の 自覚や人の

平等性 に 関する観念は早 くか らあ っ たが ，人 と して の 普遍的な権利，人権に もとつ く

法の 観念に は結晶しに くい 要素が存在 したこ とも事実で ある。 た しかに ， 稲作共同体

と国家の 伝統が長 い 日本を含む東北ア ジ ア の い わ ゆ る r中国文化圏』 r儒教文化圏』

で は，人 と して 互 い に尊重 しあ う r仁』 の思想，相互扶助，自然 との 共生の 文化的伝

統が強い とい う積極面が ある 。 しか し， 共同体規制 と 「タテ社会』 か ら個人が 自由に

な りに くく，権滅 主義，血統主 義や男尊女卑な どの 観念が長く温存されやすい
， とい

う消極面が現在ある こ とも否定で きない 」 （人権フ ォ
ー

ラ ム 2ユ 1998，14頁）とい う

と らえ 方が あるが ，た とえ ば東ア ジア に おい て 人権文化を論 じる際に は，東ア ジア 的

な共同体の あり方 や相互扶助の し くみを考慮す る必要が ある し， そ の よ うな人権文化

の 独 自性を踏 まえ なが ら，人権の 普遍性の 発展 を考え るこ とが大切 で あ る 。

　また，ア フ リカの 人権憲章に おい て は 1
’
人間が そ の可能性を完全 に 実現で きるの

は，集団の
一
員と して だけで ある」 とい う立場か ら， 人民の 権利が規定され，人問は

権利を有する だけで な く，家族へ の 義務，ア フ リカの 統
一

に最善を つ くす義務 お よ

び コ ミ ュ ニ テ ィ へ の 責任を負 っ て い るとされて い る。 こ こ に は個人 として の人権 と集

団の 構成員 と して の 人権の 関係に 関す るア フ リカ 的特徴が示され て い る （Levin 訳書

1996，68頁）。

　ユ ネス コ の 国際教育会議な どで も， 国際的な人権基準はその まま適用され るの で は

な く， 各国の 政策や行動計画に と っ て の指針 と して 位置づ け られて い る 。 つ ま り，普

遍的な人権基準が ある もの の ，そ の 具体的な適 用に 関 して は ， 各国の 文化的状況を踏

まえ る必要が ある とい う認識で あ る。

　人権とグ ロ
ーバ リゼー

シ ョ ン の 関係は，国際人権法や人権 NGO 運動など，人権に

直接かかわ る領域の みで 語 るこ とはで きない 。 なぜ な ら，将来の 世代にわ た る人類の

生 存と豊 か な生活の 質を確保す る こ とが，人権の 基盤 をなすか らで ある 。

　た とえ ば，「地球環境の 保全」 「世界平和の 維持」 「南北の 共生」厂多文化主義」 な

ど ， 今 日の 世界的な重要課題 はい ずれ も，人権の 保護 と伸長に必 要不可欠 な条件 とな

る もの で あ り，
「宇宙船地球号」 とい う視点か らの ア プ ロ

ーチを必要 と して い る。 ま

た，グ ロ
ーバ リゼ ー

シ ョ ン は資本，情報 ，
ヒ トの 国境を越え た移動性を高め るこ とに

よ り，移 住労 働者の ホス ト国へ の 受け入れをめ ぐっ て ，新た な人権問題を発生 させ る

とと もに，国民意識を相対化 させ，複数の 国へ の 帰属意識 や コ ス モ ポ リ タン意識 を

もっ た人 々 を登場 させ る こ とに よ り，多文 化主 義原理 の 台頭を導 く。 しか し他方 で
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人権問題の グ囗
一バリゼー

シ ョ ン

は ， この よ うな動 きを懸念す る立場か ら， ナ シ ョ ナ リズ ム に よ る巻 き返 しが生 じ， 国

民国家の 伝統や遺産 を擁護 しよ うとする動 きが広が り， グ ロ ーバ ル とナ シ ョ ナルの 対

立 の 構図が 強 ま る 。 この よ うに人権の グ ロ
ーバ ル 化 に と もな っ て ，人 権 へ の 多様な

パ ー
ス ペ クテ ィ ブが 今日生 まれ っ っ あ る。

3．　 グ囗
一 バ リゼ ー シ ョ ン と人権教育

　人権教育に と っ ての グ ロ
ーバ リゼ ーシ ョ ンの 意味を考え るときに ， 思い 出され る光

景があ る 。 そ れ は ， 1990年の 国際識字年の 際に ， 大阪の 被差別部落の 識字学級を故パ

ウ ロ ・フ レイ レ氏が訪 問 した ときの こ とで ある （国際識字年大阪連絡会　199G）。 そ

の とき，部落差別 に つ い て ， フ レイ レ氏 は必 ず しも詳 しく理 解 して い た わけで はな

か っ ただ ろ う。 しか し，識字学級で 学ぶ 被差別部落の 人々 との 対話 に おい て ，フ レイ

レ氏は実に 的確に学級生の 気持ちに よ りそ い，心に響 くメ ッ セ ージを届けた 。 そ の 対

話の 場面に 通訳者 として かか わ っ て い て ， 人権 とエ ン パ ワ ーメ ン トの メ カ ニ ズム の 普

遍性を強く実感 した 。 それは ， 日本 とラテ ンア メ リカに お ける抑圧構造の 文化的差異

を超え て ，識字が社会参加の 重要な条件 とされ る社会に生 きる非識字者の 思い や識字

が人間を解放 して い くプ ロ セ ス に関 して は ， 国や文化を超えた普遍性が ある とい うこ

とへ の 気づ きで あ っ た 。 人権問題の 固有性がそ れぞれ別個 に存在す る の で は な く， 固

有性を徹底的に 掘 り下げ るこ とに よ っ て ， 共通 の水脈 にぶ ちあた る とい う関係性で あ

る。

　 グロ
ーバ リゼ ー

シ ョ ン は ， 日本の 人権教育の あ り方に対 して も， 多大な影響を及ぼ

して きた。 従来， 日本の 人権教育において は，国内的な人権諸問題 へ の 対応を前提 と

した人権教育の 枠組みが 中心 で あ っ た 。 その ため 部落差別 ， 障害者差別 ， 外国人差

別 ， 女性差別な ど ， 特定の 人権問題 に焦点を あて て ，
「差別を許 して はな らない 」 「人

権を大切に しよ う」 とい う思い を引き出す ために，具体的な差別や入権侵害の 事例を

提示する や り方が 支配的で あ っ た 。

　同和教育を例に とる と ， 部落差別に 関 して は， 1871年の 解放令か らおよ そ 100年が

経 過 して もな お深刻 な差別 の 状況が あ っ た た め，地域訪 問，体験談，差別事件の 記

録 ， 映像な どを通 じて ，
「差別 の現実か ら学ぶ」 こ とに よ り，問題 の 認識 とその 解決

に向けた 行動を促そ うとす るや り方が 生まれた 。
「差別の 現実」 に ど う対処するのか

を検証軸 とした こ とで ，観念的に人権を扱 うの で は な く，何よ りも人間の 変革を問 う

同和教育独 自の ス タイ ルが 発展 した一
方 ，運動の 論理 に教育の 論理が従属 した り，説

教に よ っ て 「差 別はい けない 」 とい う感想を引き出す こ とが岡 和教育の 目的で あ るか
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の よ うに錯覚す る傾向が 生 じるな ど，その 形骸化が指摘 され るよ うに な っ た 。

　 しか し， 90年代に入るまで は，厂同和教育の 独 自性」 を楯に そ の ラ ジカ ル な立場性

を主張す る一方 ， 人権に かかわ る他の 教育的な イニ シア テ ィ ブと距離をお く傾向が強

か っ た 。 た とえ ば ， 近年大阪を中心に ， 海外の 参加体験型人権学習の 手法や教材を と

りい れ た教育実践が ， 同和教育の 中で 積極的に展開されて い るが ， 90年以前に おい て

は 「シ ミ ュ レーシ ョ ン 学習 は非現実的で うそ っ ぽ く，軽す ぎる」 と して ，「差 別の 現

実に 学ぶ 」 こ とと対立 的に とらえ る考え方が強固に み られた 。 それが こ の 10年間で ，

同和教育は多文化教育， ジ ェ ンダー教育 ， 開発教育，グロ ーバ ル 教育， 地球市民教育

な ど，人権 に視座をすえ た さまざまな教育の 営み と連携を深め，人権教育 と して の戦

略を比較文化的な視点で 構想 した り， グロ ーバ ル 化の 時代を生 きる力の育成 とい う文

脈で 考え た りす る方 向へ と大 きく変化 した （部落解放研究所　1997）。

　もちろん 固有性の 強調か ら普遍 性の 指向へ とい うこ の よ うな変化は，同和教育の世

界だけので きごとで はな い 。 たとえば帰国子女教育におい て も， その 経験を もとに 普

遍的な教育学を構想する中で ， 入学を希望する者が誰で あれ ， 受け入れ ， 教育を行 う

こ とが で きる教育 シス テ ム を 「教育に お け る グ ロ
ーバ ル ス タ ンダー ド」 で あ る と し，

「主 体性 を持 っ た生徒 」 「コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン能力を持 っ た生 徒」 「多様な存在を認

め ，理解する マ イ ン ドを持 っ た生徒」 を育て る こ とを教育の 目的と して提言して い る

（坂 田　 1998， 115頁）。 そ して こ の よ うな人間像 は今 Ei，同和教育をは じめ，人権に

かかわる他の 教育に おい て も， 広 く共有 される もの とな っ て い る 。

　 1994年 ごろか ら， セ ル フ ・エ ス テ ィ
ーム やエ ンパ ワ

ー
メ ン トの 概念 ， および人権の

ための 知識 ス キル ，態度 の 育成 をめ ざ した参加 ・体験 型学習教材が，欧米や ア ジァ

か ら積極的 に 日本に 紹介され るよ うにな り，また多文化教育，グ ロ
ーバ ル教育 ， 開発

教育，国際理解教育 などの 理論的枠組みや カ リキ ュ ラム 戦略を参考に して ，人権教育

の体系的理 論化が意識的に図 られ る よ うに な っ た こ とが ， この よ うなさま ざまな変化

の 基 底に あ る と思 われ る 。

　そ して こ の よ うな変化は，徳 目主義的に 「ひ とっ の 正解」 を教え 込むや り方か ら，

「異質な もの との 出会い や関わ りを楽 しもうとす る心性」 や 1正解の ない 問い を考え

続け よ うとする態度」 （箕浦 　1997） の 育成 を大切に しよ うとす るや り方へ の シ フ ト

と して も意識 され るよ うに な っ た 。 また ，概念的な もの の 見方 と して の 知識，あるい

は分析力，判断九 　コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン カな どの 知的なス キ ル，お よ び異文化を受容

し ， 他者 と肯定的な関係を っ くる ため の 社会的な ス キル
， そ して 変化に前向きで ，社

会的な こ とが らに積極的に 関与 しよ うとする態度な ど ， 多元的な民主主義社会を生き
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人権問題の グ ロ
ー

バ リゼー
シ ョ ン

る自立 した 市民に 必要な知識 ス キル ， 態度の ありか たが ，
ヨ ー

ロ ッ パ 評議会を は じ

め ， さまざ まな と ころ で 議論 され て きたが、その よ うな枠組みが 同和教育をは じめ，

日本の 人権教育 に積極的 に導入 されて い る。

　こ うして グロ
ーバ リゼー

シ ョ ン は ， 人権問題を国際化する と同時に，さまざまな固

有の 人権問題を普遍的な こ とば や枠組 みで 捉えなおす動 きを促進 して い る 。 しか し，

ときに は問題の 固有性や ロ
ーカル な諸要因を抜 きに して ，

「普遍的なや り方」 を あて

はめ よ うとする こ とが摩擦を生 じさせ る場合 もある 。 たとえば日本の 人権文化の特徴

をふ まえ な い 人権教育を提案 して も，それ は ， 有効性を もち に くい だ ろ う 。

　「くだ もの 」 とい う名の 果物 は存在せず，それは 「みかん」 で あ っ た り，
「バ ナナ 」

で あ っ た りする 。 同様に 「人権教育」 とい う名の 人権教育は存在せ ず ， それはた とえ

ば同和教育，環境教育，男女共生教育，国際理解教育な どの 具体的実践 と して 存在 し

て い る 。 そ の よ うな図式を念頭に置 くと，人権の 普遍性へ の 視点を は っ きりさせた う

え で ， 再び固有性に 立 ち戻 り， 固有性を徹底的に掘 り下げ る こ とを通 じて 普遍性を追

求するア プ ロ
ーチが い ま求め られて い るとい え るだ ろう。

　 同和教育に おい て は，水平社宣言 （1922年）が しば しば教材 と して 用 い られて き

た 。 しか し， その 文章の格調の 高さを指摘 し， 難解な語句の 意味を解説 し， 日本最初

の 人権宣言で ある と規定 して 終わ るだ けで は ， 学習を同和教育の 世界 に閉 じ込 めて し

まうこ とに な る 。 む しろ ， こ の 宣言が解放令か ら半世紀が経過 した時点 で 当事 者の 異

議 申立て と して 出された必然性，宣言文を表現するため に なぜ仏教 ， キ リス ト教 ， マ

ル クス 主 義，イギ リス 労働運 動な どの 用語が多用 され た の か ，「エ タ で ある こ とを誇

る」 とはど うい うこ となの か， とい っ た点 に こだわ りなが ら， この 宣言に こ め られ た

思想性を徹底 して掘 り下げるこ とに よ り， 人権運動
一

般 に共通する戦略や エ ン パ ワ メ

ン トの 思想性を浮 き彫 りに する こ とが可能に な る 。 つ ま り，部落解放運動の 固有性 の

中に ，人権運動として の 普遍性を読み取 る とい うこ とで ある 。

　 また，どの よ うな課題や テー
マ を具体的な切 り口 と して 入権教育 を構想す るに して

も，人権教育に は 「人権 と して の 教育 （education 　as 　a 　human 　right ）」 「人権に

つ い て の 教育 （education 　 on 　 or 　 about 　 human 　 rights ）」「人 権を 通 じた教 育

（education 　in　or 　through 　human 　rights ）」 「人権の ため の 教育 （education 　for

human 　 rights ）」 な ど ， 共通す る側面が あ る （平 沢 　ユ997， 23−36頁，　 Lister

1991）。 この よ うな人権教育の 普遍 的側面に 照 らして ，同和教育 を は じめ とす るさま

ざまな人権教育の 中身を 検証 した り， と り くみ を意味づ けた りす る こ とが大切で あ

る 。 そ して ，その うえで，人権に関するそ れぞ れの 教育の 固有性を ， そ の 独 自の 論理

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 63

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

に即 して 生 き生 きと描 き出す こ とが 重要で あ る 。 っ ま り ， 普遍性 と固有性 は，相互 に

キ ャ ッ チボール を繰 り返 すこ とで ，螺旋状に対話を深化させ るの で あ る 。
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           GIobalization of  Human  Rights Issues
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Globalization is an  on-going  process in the  world  today,  demonstrating

both dynamics  of  standardization  and  differentiation in the spheres  of

politics, economy  and  culture,  On  one  hand, certain  values  and  modes  of

communication  are  universalized,  and  on  the other  there' is growing

advocacy  of  loeal, ethnic  and  other  mukicultural  forms  of  identification.

Globalization encourages  international institutions and  globalldomestic

networks  of  non-governmental  organizat,ions  to expand  their influence,

and  curtails  the autonomy  and  sovereignty  of  nation  states.

   With  respect  to human  rights,  global standards  as  represented  by the

Universal Declaration of  Human  Rights and  other  human  rights  inst･ru-

ments  prevail over  national  standards.  The  idea of  universal  human

rights,  which  honor  individual dignity, increasingly limits the scope  of

national  jurisdiction. In addition,  the  eoncept  of  loca]ly-specific  human

rights  is also  advocated,  partieularly by  some  non-Western  countries,

and  the effeetive  coordination  of  universal  standard  of  human  rights  and

the loca} cultura!  values  and  concerns  is becoming  a  significant  political

issue. Today,  it. is generally  maintained  that  the universal  standards

should  be properly  translated  according  to local contexts,

   In the field of  human  rights  education  as  well,  there has been  a  clear

shift  from the conventional  approach,  whieh  emphasizes  specifie  human

rights  issues, to one  which  focuses on  strategies  .to design and  implement

comprehensive  human  rights  education,  The  latter approach  aims  to

educate  agents  of human  rights  as  global citizens  equipped  with  eertain

knowledge,  skMs  and  attitudes.  It actively  incorporates various  theories,

rnethods  and  perspectives  of  global  human  rights  education,  Recently, we

notice  that various  initiatives on  human  rights  education,  such  as  
"Dowa

edueation"  (education related  to the  Bttraku issue in Japan), intercu}tura}

education,  development  education,  gender  education  and  others  have

increasingly come  to use  the  common  frameworks  and  }anguage  of  global

human  right･s  education.  The  next  challenge  is how  to infuse the universal

perspective  of  human  rights  education  into the concrete  practice of

education  based on  specific  hurnan  rights  issues.
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